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６．防災指針



６．防災指針とは
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■防災指針とは
○防災指針は、立地適正化計画における居住や都市機能の誘導と
併せて都市の防災に関する機能の確保を図るための指針として、
改正都市再生特別措置法（令和2年9月施行）において、新たに位
置づけられたものです。

○立地適正化計画においては、災害リスクを踏まえた課題を抽出
し、都市の防災に関する機能の確保のため、防災指針を定めると
ともに、この方針に基づく具体的な取組を位置づけます。

■想定される災害リスク



６．災害ハザード情報
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洪水浸水想定区域(浸水深：計画規模降雨)



６．災害ハザード情報
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洪水浸水想定区域(浸水深：想定最大規模降雨)



６．災害ハザード情報
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浸水継続時間(想定最大規模降雨)



６．災害ハザード情報
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家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食）



６．災害ハザード情報
33

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域
（急傾斜地の崩壊・土石流）



６．災害ハザード情報
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急傾斜地崩壊危険区域



６．災害ハザード情報
35

震度想定（ゆれやすさマップ）



６．災害ハザード情報
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液状化想定（液状化マップ）



６．防災指針（重ね合わせ分析の視点）
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６．防災指針（重ね合わせ分析）
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・居住誘導区域の設定の目安となる人口
密度40人/ha以上の区域で、１階床高
から２階床下に相当する0.5ｍ～3.0ｍ
の浸水が想定される区域が、五位堂駅
東部や近鉄下田駅南部、志都美駅北西
部、二上駅東部、初田川及び熊谷川沿
岸の市街化区域にみられます。

→これらの区域については、１階の床上
浸水が懸念されるため、屋内安全確保
(垂直避難)等の対策が求められます。
また、自動車や徒歩による移動も困難
になることが懸念されるため、避難体
制の強化が求められます。

洪水浸水想定区域(浸水深：計画規模降雨)
×

人口密度



６．防災指針（重ね合わせ分析）
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・0.5ｍ～3.0ｍの浸水が想定される区域
に、要配慮者の利用する施設の立地が
5箇所（福祉施設４箇所、子育て支援
施設１箇所）立地しています。

→これらの施設は、１階の床上浸水によ
る施設の継続利用が困難になることが
懸念されるため、施設の継続利用に必
要な機能を２階以上に配置するなどの
対策が求められます。また、施設周辺
においては自動車や徒歩による移動が
困難になることが懸念されるため、要
配慮者の特性に応じた避難体制の強化
が求められます。

洪水浸水想定区域(浸水深：計画規模降雨)
×

要配慮者の利用する施設



６．防災指針（重ね合わせ分析）
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・急輸送道路である国道168号の４区間及び中和幹
線の五位堂東部の区間において、0.5～3.0ｍの浸
水が想定されています。

→当該区間では、浸水時において自動車の走行が困
難になり緊急輸送道路としての機能が低下するこ
とが懸念されるため、排水対策の強化や一時的な
迂回路等による緊急輸送ネットワークの維持が求
められます。

洪水浸水想定区域
(浸水深：想定最大規模降雨）

×
緊急輸送道路・アンダーパス

・市内4か所のアンダーパス(地下通路)のうち、
中和幹線沿いの市道(市道7-178号線地下道) 
において0.5～3.0ｍ以上の浸水が想定され
ております。

→東西の分断や車両の水没等の災害リスクの対
策を講じる必要があります。

・近鉄下田駅及び五位堂駅付近の3か所の地下
通路周辺部においては、0.5ｍ未満の浸水が
想定されております。

→地下通路という構造からも歩行者への危険性
の増大が懸念されるため、進入規制等によ
る安全対策が求められます。



６．防災指針（重ね合わせ分析）
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・土砂災害警戒区域(急傾斜地の崩壊)が、
香芝駅東部の人口密度40人/ha以上の
域でみられます。

・土砂災害警戒区域(急傾斜地の崩壊)・
土砂災害特別警戒区域(急傾斜地の崩
壊)が、関屋駅周辺の人口密度40人
/ha以上の区域でみられます。

・土砂災害警戒区域(土石流)が、二上駅
西部や関屋駅北部、二上山駅北西部の
人口密度40人/ha以上の区域でみられ
ます。

→住民の生命又は身体に著しい危害が生
ずるおそれがあるため、移転促進等の
対策が求められるとともに早い段階か
らの警戒・避難体制の強化が求められ
ます。

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域
（急傾斜地の崩壊・土石流）

×
人口密度



・土砂災害特別警戒区域に要配慮者の利
用する施設は立地していません。

・土砂災害警戒区域(土石流)に要配慮者
の利用する施設が本市北部の市街化調
整区域に5箇所（医療施設1箇所、福
祉施設１箇所、教育施設1箇所、子育
て施設２箇所）立地しています。

→住民の生命又は身体に著しい危害が生
ずるおそれがあるため、移転促進等の
対策が求められるとともに、早い段階
からの警戒・避難体制の強化や、地域
による共助等によって要配慮者が迅速
に避難できるための備えが求められま
す。

６．防災指針（重ね合わせ分析）
42

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域
（急傾斜地の崩壊・土石流）

×
要配慮者の利用する施設



６．防災指針（課題・取組・方針）
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【洪水浸水想定区域(浸水深：計画規模降雨）】
⇒総合的な治水対策の推進とともに、緊急時の輸送ルートの確保、避難体制の強化等の対策を講じる必要があります。
【洪水浸水想定区域(浸水深：想定最大規模降雨）】
⇒市民への水防情報の提供や緊急時の輸送ルートの確保などの対策を講じておく必要があります。
【洪水浸水想定区域(浸水継続時間：想定最大規模)】
⇒緊急輸送道路や要配慮の利用する施設等の対策を講じておく必要があります。
【家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸侵食)】
⇒家屋本体の構造に依らず倒壊・流出のおそれがあるため、早期の避難対策や計画的な移転等の対策を講じる必要が
あります。

■河川整備等総合的な治水対策の推進で、豪雨等による浸水被害で多くの人的被害が発生する事態を防ぎます。
■緊急輸送ルートの多重性・代替性の確保により、発災時の機能不全及び支援ルートの途絶が発生する事態を防

ぎます。
■ハザードマップの活用の促進、水防情報の提供、要配慮の利用する施設における避難体制の強化の

促進等により、豪雨等による浸水被害で多くの人的被害が発生する事態を防ぎます。
■家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸侵食)の居住誘導区域からの除外、早期避難体制の強化及び建替時等
の移転促進策の検討により、河岸侵食による人的被害が発生する事態を回避・軽減します。

❶洪水浸水に対する取組方針

課

題

取
組
方
針

実施又は計画
されている
防災・減災の取組

葛下川河川改修事業（県） 下水道における内水対策（市）

大和川流域総合治水対策事業（県、市）



６．防災指針（課題・取組・方針）
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【土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域(土石流、急傾斜地の崩壊) 】
⇒緊急時の輸送ルートの確保や要配慮の利用する施設等の対策、土砂災害情報の周知、警戒避難体制の強化等の対策
を講じる必要があります。

【急傾斜地崩壊危険区域】
⇒傾斜地(傾斜度が30°以上の土地)の崩壊により危害の生ずるおそれがあるため、計画的な移転等の対策を講じる必要
があります。

■土砂災害に対する防災意識の啓発及び警戒避難体制の整備により、土砂災害で多くの人的被害が発生する
事態を防ぎます。

■要配慮者への避難体制の啓発促進により、避難行動の遅れ等に伴い人的被害が発生する事態を防ぎます。

■土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域の居住誘導区域からの除外、居住の移転促進対策の
検討により、土砂災害で人的被害が発生する事態を回避します。

❷土砂災害に対する取組方針

課

題

取
組
方
針

実施又は計画
されている
防災・減災の取組

土砂災害対策施設整備計画（県）



６．防災指針（課題・取組・方針）
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【震度想定(ゆれやすさマップ) 】
⇒家屋の倒壊による人命への被害が生ずるおそれがあるため、建物の耐震化等を進める必要があります。

【液状化想定(液状化マップ) 】
⇒噴水・噴砂の発生、戸建て住宅の沈下や傾斜、道路面の変形、ライフライン施設の被害等の生ずるおそれがあり、
基幹インフラの耐震化等の事前対策を進める必要があります。

■耐震化の促進により、地震による建物等の大規模倒壊や住宅密集地における火災、ブロック塀の倒壊対策等で多く
の人的被害が発生する事態を防ぎます。

■救援物資等の搬送の確保により、被災地域における食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネル
ギー供給が長期間停止する事態を防ぎます。

■迅速な復旧・復興を実施するための体制の整備により、基幹インフラの損壊で復旧・復興が大幅に遅れる事
態を防ぎます。

❸地震に対する取組方針

課

題

取
組
方
針

実施又は計画
されている
防災・減災の取組

香芝市公共施設等総合管理計画（市）

香芝市耐震改修促進計画(市)
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